
越監告示第６号 

 

 地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、産業観光部の監査を

執行したので、同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり公表します。 

 

  令和８年２月１７日 

 

越前市監査委員  田 中 英 夫 

 

 

同      片  岡  由季子 

 

 

同       吉 田 啓 三 

 

 

記  

 

１  実施基準    越前市監査基準に基づき実施 

 

２  監査の種類   定期監査 

 

３  執行期間 
 

観光誘客課 令和７年１２月 ３日～１２月 ５日  

にぎわい創出課 

（万葉菊花園） 
１２月１１日～１２月１５日  

和紙・打刃物・たんす課 １２月１７日～１２月１９日  

産業政策課 １２月２２日～１２月２４日  

 

４  監査の対象   令和６年４月から令和７年１０月末までの所管業務全般 

 

５  監査の着眼点 

財務等に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令等に従って

行われているか、地方自治法第２条第１４項及び第１５項の趣旨に沿ってな



されているかどうかについて監査を実施した。 

なお、今年度は、①法令、条例、規則及び要綱、並びに文書管理規程の遵

守 ②業務手順書は、内部統制として有効に機能しているか ③業務委託・指

定管理等における契約内容及び履行確認 ④補助金交付における補助対象経

費及び実績報告の審査 ⑤債権回収・滞納整理事務における法令遵守と公平

性 ⑥現金及び有価証券取扱い事務における内部統制の確立を監査の重点項

目とした。 

 

６  監査の実施内容 

監査対象の所管課に対し関係書類の提出を求め、監査資料に基づく着眼点

に従って関係書類を審査するとともに、関係職員からの事情聴取及び実査に

より監査を実施した。 

 

７  監査の結果 

今回監査を実施した結果、おおむね適正に執行されていると認められるが、

次の指摘事項については、速やかに是正措置をとられたい。 

なお、監査執行の際見受けられた留意すべき軽微な事務処理上の事項につ

いては、口頭にて指導し、措置状況の報告を求めた。 

 

区  分   指摘事項 

所管課  観光誘客課 

表 題 
 道の駅「越前たけふ」の指定管理における細目協定書 

について 

道の駅「越前たけふ」の指定管理について、細目協定書第 1 条第 6 項

（市指定催事等）では、「乙（受託者）は、道の駅でのイベントを実施す

ること。事業に要する費用については、原則として年額 10,000,000 円と

する。また、実施するにあたり、事前にその具体的内容、施設の配置計画、

収支計画等を甲（市）に対して協議しなければならない。」と規定してい

る。しかしながら、両者での事前協議の記録等がなく、収支計画等も確認

できなかった。 

 当該事項については、昨年度も指導を行っているが未だに改善されてい

ないことから、細目協定書に基づく適切な運用となるよう、指摘する。 

 


